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物品等又は役務の名称及び数量 Jブルークレジット運用システムの改良・運営補助業務

契約責任者の氏名、組織の名称
及 び 所 在 地 、 法 人 番 号

神奈川県横須賀市長瀬三丁目一番一号

国立研究開発法人海上･港湾･航空技術研究所

港湾空港技術研究所長　河合　弘泰 (法人番号5012405001732)

契 約 を 締 結 し た 日 令和6年4月23日

（備考）
　 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考
欄に単価契約である旨及び単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

随意契約によることとした理由

契約の相手方の氏名及び住所、
法人番号

(住所)

 東京都港区赤坂１丁目７番１号

(氏名) (法人番号  4010001187063

 デジタルグリッド株式会社

契約金額
（消費税込）

¥36,289,000.-
予定価格

（消費税込）
¥36,289,000.-

落
札
率

100.0%

再就職し
た役員数

備　　考

本業務は、Jブルークレジット制度におけるクレジットの運用を行う
ためのオンラインシステムの改良・運営補助を行うものである。
本業務では、令和4年度「Jブルークレジット情報開示システムの開
発補助業務」及び令和5年度「Jブルークレジット運用システムの開
発補助業務」において開発されたJブルークレジット運用システム
について、クレジットの申請、審査認証委員会対応、公募譲渡、保
有名義変更、無効化、ならびにそれらに係る費用の請求書を発行
するシステムについて機能の改良を行う。また、システムの維持・
運営補助を行う。
本業務を行うにあたっては、Jブルークレジット制度及びクレジット
オンライン管理システムの特殊性から、カーボンクレジット認証の
熟知に加え、Jブルークレジット制度やブロックチェーン技術につ
いて熟知している必要がある。デジタルグリッド株式会社は令和4
年度及び令和5年度の上記補助業務においてシステムプログラム
を開発しており、プログラムの互換性及びシステム開発の連続性・
接続性を確保するできる唯一の事業者である。
よって、契約事務取扱細則第53条第1項第1号のホ「研究開発、実
験等の成果の連続性、接続性の確保のため、契約の相手方が一
に限定されているとき。」及びソ「電算システムのプログラムの改良
又は保守であって、互換性の確保のために契約相手方が一に限
定されるとき、または、当該システムの著作権その他の排他的権利
を有するシステム開発者にしかできないと認められるものを当該シ
ステム開発者に行わせるとき。」に該当するので、デジタルグリッド
株式会社と随意契約を行うものである。


